
該当団体数35 35 35 35 25 0 13 9 14 18 28 15 0 1 10 10 32 5 3 0 0 1 1 1

高知県 高知市 人権・こども支援課 088-823-9468 kc-200800@city.kochi.lg.jp http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/83/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 室戸市 室戸市教育委員会　学校保育課 0887-22-5141 ｍｒ-060100＠city.muroto.lg.jp ○ ○ ○

高知県 安芸市 安芸市教育委員会学校教育課 0887-35-1021 gakko@city.aki.lg.jp http://www.city.aki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1164 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 南国市
南国市教育委員会事務局学校教
育課 088-880-6568 n-gakkou@city.nankoku.lg.jp http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=2786 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 土佐市 学校教育課 088-852-7723 kyoiku@city.tosa.lg.jp http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1784 ○ ○

新入学児童家庭に対しては、就学時健診時に保護者へ制度につい
ての書類を配布して説明を行い、その他の家庭に対しては、就学時
健診と同時期に学校を通じて書類を配付している。 ○

高知県 須崎市 須崎市教育委員会　学校教育課 0889-42-5291 gakyo1@city.susaki.lg.jp http://www.city.susaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 宿毛市 宿毛市教育委員会　学校教育課 0880-63-1102 sukumo-c@kochinet.ed.jp http://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-23/p01080603.html ○ ○ ○ ○ ○

高知県
土佐清水
市

教育委員会　学校教育課　学校
教育係 0880-82-1116 gakkyou@city.tosashimizu.lg.jp

https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/gakk
ou/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 四万十市 学校教育課 0880-34-5445 school@city.shimanto.lg.jp http://www.city.shimanto.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断及び入学通知書発送時に制度を書面で周知 ○

高知県 香南市 学校教育課 0887-57-7521 gakkou@city.kochi-konan.lg.jp http://www.city.kochi-konan.lg.jp/ ○ ○ ○
・１学期に学校内のお知らせ文書を作成し、配布する。
・新入学通知書に文書を同封。 ○ ○

高知県 香美市 教育振興課　学校教育班 0887-53-1081 gakko@city.kami.lg.jp http://www.city.kami.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 東洋町 東洋町教育委員会 0887-29-3037 toyo-t@kochinet.ed.jp http://www.town.toyo.kochi.jp/contents/ ○ ○ ○ 毎年秋に実施する就学時検診で保護者に制度の説明 ○ ○

高知県 奈半利町 奈半利町教育委員会 0887-38-8188 nahari-t@kochinet.ed.jp ○

・入学説明会で、新入学生に募集書類を配布。
・入学時、新入学生・全在学生に学校で書類（募集・申請書等）を配
布。 ○

高知県 田野町 教育委員会 0887-38-2511  kyoiku@town.kochi-tano.lg.jp http://www.chugei.or.jp/tano/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 安田町 教育委員会 0887-38-5711 kyouiku@town.kochi-yasuda.lg.jp ○ ○ ○

高知県 北川村 北川村教育委員会事務局 0887-32-1223 kitagawa-v@kochinet.ed.jp ○ ○

高知県 馬路村 教育委員会 0887-44-2216 umaji-v@kochinet.ed.jp ○ ○ ○

高知県 芸西村 芸西村教育委員会 0887-33-2400 kyoiku@vill.geisei.lg.jp http://www.vill.geisei.kochi.jp/ ○ ○ ○

高知県 本山町 教育委員会 0887-76-3913 kyoui_somu@town.motoyama.lg.jp http://www.town.motoyama.kochi.jp ○ ○ ○ ○

高知県 大豊町 大豊町教育委員会 0887-72-0450 edu@town.otoyo.lg.jp ○ ○ ○

高知県 土佐町 教育委員会 0887-82-0483 tosat-90@town.tosa.lg.jp ○ ○

高知県 大川村 大川村教育委員会 0887-84-2449 kyouiku@vill.okawa.lg.jp http://www.vill.okawa.kochi.jp/ ○ 世帯数が少ないので個別に対応している。 ○

高知県 いの町 いの町教育委員会事務局 088-893-1922 ino-t@kochinet.ed.jp http://www.town.ino.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の際、保護者に対して説明 ○ ○

高知県 仁淀川町 仁淀川町教育委員会 0889-35-0019 niyodogawa-t@kochinet.ed.jp http//www.town.niyodogawa.lg.jp ○ ○ ○ ○

高知県 中土佐町 中土佐町教育委員会事務局 0889-57-2023 kyoiku@town.nakatosa.lg.jp http://www.town.nakatosa.lg.jp/lofe/detail.php?hdnKey=256 ○ ○ ○ ○ ○

高知県 佐川町 佐川町教育委員会事務局 0889-22-1110 sakawa-t@kochinet.ed.jp http://www.town.sakawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 越知町 生涯学習課 0889-26-3511 gakkou@town.ochi.lg.jp http://www.town.ochi.kochi.jp/ ○ ○

高知県 梼原町 梼原町教育委員会 0889-65-1350 yusuhara-t@kochinet.ed.jp ○ ○ ○ 教育委員会が入学説明会に出向き保護者へ説明 ○

高知県 日高村 日高村教育委員会 0889-24-5115 kyouiku@vill.hidaka.lg.jp http//www.kochinet.ed.jp/hidaka-v/ ○ ○ ○ ○

高知県 津野町 学校教育課 0889-62-2258 kyouiku@town.kochi-tsuno.lg.jp https//town.kochi-tsuno.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・町内のこども園に通園している小学校新入学児童については、こ
ども園で制度案内を配付。
・通園していない児童には教育委員会から配付。

高知県 四万十町 四万十町教育委員会学校教育課 0880-22-2594 113000＠town.shimanto.lg.jp http://www.town.shimanto.lg.jp ○ ○
・就学時検診時に保護者への制度説明
・１月の入学通知書送付時に申請有無の申込書を配付 ○

高知県 大月町 大月町教育委員会 0880-73-1118 otsuki-t@kochinet.ed.jp ○ ○ ○ ○

高知県 三原村 三原村教育委員会 0880-46-2559 mihara-v@kochinet.ed.jp http://www.kochinet.ed.jp/mihara-v/ ○ ○ ○ ○

高知県 黒潮町 黒潮町教育委員会　学校教育係 0880-43-0044 kyoiku@town.kuroshio.lg.jp http://www.town.kuroshio.lg.jp ○ ○ ○ ○

高知県

日高村佐
川町学校
組合 教育委員会 0889-20-1518 kamokumi-01@town.sakawa.lg.jp ○ ○ 在校生については、進級前（年度末）に書類を配付 ○

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保

護者に申
請書を配

付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を

配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

付

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）



該当団体数35
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高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県

日高村佐
川町学校
組合

①都道府県②市町村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

23 25 22 14 17 19 13 7 17 17 12 6 18 12 14 3 13 0 6 30 30 30 30 0 0 6 18 35

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 355 教育長が特に援助が必要と認める者（例：児童養護施設入所，災害等） 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 232 教育長が特に認めるもの 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 293 特別な事情がある者について、学校長又は民生委員の意見がある者
【課税所得等の分類】総所得から所得控除を引いたものを用いている【基準額の時期】特別
支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 25%未満

○ ○ 1.3 課税所得 その他 301 【基準額の時期】平成24年度 25%未満

○ 1.3 課税所得 その他 288 【基準額の時期】平成25年8月改正前の基準 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 286 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 当該年度 194 係数（倍率）について、特別支援学級入級児童生徒のいる世帯は1.20倍としている。 20%未満

○ ○ 均等割のみ（所得割非課税）を準要保護として認定 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 288
【課税所得等の分類】当該年度の世帯の所得額から社会保険料、生命保険料、地震保険料
を控除した額【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 300 【基準額の時期】平成２４年４月 10%未満

○ 1 課税所得
３年前の
年度 233 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 288 35%未満

○ 1.3 その他 当該年度 230 【課税所得等の分類】世帯の所得額から控除額（社会保険料等）を差し引いたもの 25%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 258 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 222

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準
額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 前年度 215 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 292 20%未満

○ 1 課税所得 前々年度 210 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 310

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準
額 15%未満

○ 1.3 その他 その他 333

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準
額 15%未満

○ 1 課税所得 その他 231 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 0%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 288

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準
額 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 232
【課税所得等の分類】世帯の所得
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 286 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 302 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 300

世帯構成貸付金補助金による貸付
その他教育委員会が援助費の支給が特に必要と認める者
国民年金の掛金の減免 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 231 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 273 教育委員会が特に給付する必要があると認める者
【基準根拠の課税所得等の分類】所得金額を使用【基準額の時期】特別支援教育就学奨励
費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前々年度 242 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 290
係数（倍率）：特別支援学級へ就学している世帯は2.5倍。
基準根拠（課税所得等の分類）：基本は収入だが、自営業の場合は所得 25%未満

○ 15%未満

○ 1.3 その他 その他 274

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準
額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免



該当団体数35

高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県
土佐清水
市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県

日高村佐
川町学校
組合

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 1 7 8 7 28 28 0 0 0 0 7 7 7 29 28 0 6 6 1 0 0 0 1 0 0 29 29 1 2 2 2 2 1 2 22

○ 14,880 ○ 17,870 ○ 47,160 ○ 35,455

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 0 ○ 50,268
・平均支給額は平成28年度実績による。
・通学費については、平成28年度実績なし。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 76,000
【平均支給額について】
修学旅行費については29年度予算に計上した単価による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 37,054 ・修学旅行費は、平成２８年度実績。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 41,000 ・支給平均額については平成29年度予算に計上した単価を記入している。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ ○
・学用品費：1年生11,420円　２～６年生13,650円（通学用品費は学用品費に含む）
・修学旅行費は実施額の7割を支給

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 41,681 ・修学旅行費については28年度の実績額により記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,960

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,490 21,490 ・通学費の平均支給額については、平成28年度実績額。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 42,918 ・修学旅行費については２８年度実績による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,000 ○ 42,000

○ ○ 40,600 ○ 61,300 ・学用品費：上限額:11,420円

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 43,961 ・学用品費等はすべて当初予算額。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 46,300

・新入学児童・生徒学用品費等：4月認定第1学年児童・生徒のみに支給。
・修学旅行費：執行見込額による記入が困難なため実績により記入。（H28年度実績がないためH27年度
実績）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 H29年度執行見込み額なし。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 0 ○ 0 H28実績がない

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 35,000 35,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,200

○ 13,650 ○ 20,470 ○ 21,300

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 55,673

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 41,466

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 0 修学旅行費は当初予算額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 40,000 平均支給額について、執行見込額不明のため、平成29年度予算計上の単価を記入。

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 50,000

○ 13,270 13,270 ○ 19,900 19,900 ○ 38,800 【学用品費】１年：11,100円、2～6年：13,270円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 135,520 ○ 40,882

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 40,000

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ ・修学旅行費：実費の9割

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 44,938

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,294 ・支給平均額は平成28年度実績により記入。

○ 11,100 ○ 19,900 ○ ・修学旅行費は実費の８０％を援助

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 29,000 ・修学旅行費はH29実績

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 48,600 ・新入学児童生徒学用品費等・・・調査票作成日において実績なし

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 31,000 修学旅行費：平成29年度執行見込額（必要経費全額援助）

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 37,768

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数35

高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県
土佐清水
市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県

日高村佐
川町学校
組合

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 1 7 7 7 28 27 0 0 0 0 7 7 7 29 28 0 5 5 1 0 0 0 1 0 0 28 28 1 2 2 2 1 0 4 22

○ 26,640 ○ 20,850 ○ 97,466 ○ 49,272

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 0 ○ 69,053
・平均支給額は平成28年度実績による。
・通学費については、平成28年度実績なし。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 72,000
【平均支給額について】
修学旅行費については29年度予算に計上した単価による。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 75,930 ・修学旅行費は平成２８年度実績。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63,000 ・支給平均額については平成29年度予算に計上した単価を記入している。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ ○
・学用品費：1年生22,320円　２～３年生24,550円（通学用品費は学用品費に含む）
・修学旅行費は実施額の7割を支給

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,977 ・修学旅行費については28年度の実績額により記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57,590 57,590 ・通学費の平均支給額については、平成28年度実績額。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 63,073 ・修学旅行費については２８年度実績による。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 45,000 ○ 70,000

○ ○ 47,400 ○ 77,382 ・学用品費：上限額22,320円

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 75,743 ・学用品費等はすべて当初予算額。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 83,940
・新入学児童・生徒学用品費等：4月認定第1学年児童・生徒のみに支給。
・修学旅行費：執行見込額による記入が困難なためH28年度実績により記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 89,400

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 0 ○ 0 H28実績がない

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 63,000 63,000 修学旅行費は隔年実施のためH２９は実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 80,200

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 修学旅行費は実費の半額を負担。（平均支給額30732円）

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 89,600

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 86,200

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 0 平成28年度支払い実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,000 平均支給額について、執行見込額不明のため、平成29年度予算計上の単価を記入。

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 70,000

○ 23,870 23,870 ○ 22,900 22,900 ○ 63,278 【学用品費】1年生：21,700円、2～3年生：23,870円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 44,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 80,000

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ ・修学旅行費：実費の9割

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63,518

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 71,911

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 修学旅行費は実費の８０％を援助

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60,000 ・修学旅行費はH29実績額

○ 22,320 ○ 23,550 ○
・修学旅行費・・・保護者が負担する実費の半額（支給平均額25,000円）、調査票作成日において実績な
し

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 52,000 修学旅行費：平成29年度執行見込額（必要経費全額援助）

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 70,166

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数35

高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県
土佐清水
市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県

日高村佐
川町学校
組合

①都道府県②市町村

自由記載欄

33 2 2 0

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
社会福祉協議会の運営する「譲ります。ください。」コーナーを設けて、学用品の譲り合いを
実施。

○

○ 入学時に制服の援助を行っている。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組


